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令和５年度 鶴岡市藤島ふれあい食センター運営委員会会議録（概要） 

 

〇日時   令和６年２月１９日（月）午後３：４５～５：００ 

 

〇会場   鶴岡市藤島ふれあい食センター ふれあいホール 

 

〇報告事項 （１）令和５年度運営状況について 

      （２）令和６年度の給食費について 

      （３）令和７年度給食センター稼働日（案）について 

 

〇協議事項 （１）令和６年度運営方針について（案） 

      （２）その他 

 

〇出席委員 

  今井綾子委員、工藤征則委員、川越ひろみ委員、三浦有梨委員、阿部貴和子委員、 

冨樫瞳委員、齋藤ちはる委員、井上佳奈子委員、武田貢一委員、百瀬裕慶委員、 

五十嵐理恵子委員、板垣俊委員 

 

〇欠席委員 

  保科恵梨香委員、佐藤正規委員 

 

〇事務局 

  所長 小林尚志、冠専門員 小林博之、栄養教諭 荒木安子、栄養士 井上浩美 

 

〇公開・非公開の別 公開 

 

〇傍聴者の数 ０人 

 

１ 開会（事務局） 

 

２ あいさつ（所長） 

 

３ 自己紹介 

 

４ 報告  (議長：今井委員長) 

  報告第 1 号 令和５年度運営状況について 

   事務局 資料（Ｐ２～６）報告。 

  【質疑】 

   議長：ご質問、ご意見などあるか。 
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   議長：質問等なしで、報告第１号を終了とする。 

 

報告第２号 令和６年度の給食費について 

   事務局 資料（Ｐ７～１２）報告。 

  【質疑】 

   議長：給食費について、中学校・小学校（市外在住生徒・児童、教職員分）値上げ 

      また、保育園・幼稚園も値上げとする報告があったが、ご質問、ご意見など 

あるか。 

   委員：昨今の物価高騰を考慮すれば、値上げは仕方がないと考える。 

   議長：質問等なしで、報告第２号を終了とする。 

 

報告第３号 令和７年度給食センター稼働日（案）について 

   事務局 資料（Ｐ１３）報告。 

  【質疑】 

   議長：令和７年度稼働日（案）の合計２０１日は、変わる可能性があるか。 

   所長：市内の各地域給食センターは、建設から２２～３７年程度経過しており、老朽化に

よる異物混入や事故を防ぐためのメンテナンスが必要な状況となっている。 

       藤島ふれあい食センターについても、令和７年度の稼働日について調整させてい

ただきたいとの考えで提案する。 

２０１日という数字は、各修繕業者のお盆休み・お正月休みなど年間稼働日数も

考慮し、鶴岡市全体の目安としてお示ししている。 

各地域センターの事情も考慮しながら、協議させていただき、徐々にこの日数に

近づけていければと考えている。 

   議長：1 年以上前に提案してもらいありがたいが、令和７年度にむけて、決定するタイム

リミットはいつ頃と考えているか。 

   所長：学校の運営計画が決まる１２月頃までを目途として調整したい。 

      特に、藤島ふれあい食センターは、福祉給食があり、学校給食と同様には行かない

と考えている。大きなメンテナンスや修繕が予定となった場合は、その都度、事前

協議させて頂き対応していきたい。 

   議長：他にご質問、ご意見などあるか。 

   議長：質問等なしで、報告第３号を終了とする。 

 

５ 協議 

   議第１号 令和６年度運営方針について（案） 

   事務局 資料（Ｐ１４～１６）説明。 

  【質疑】 

   議長：ご質問、ご意見などあるか。 

   委員：令和６年度からの変更点「はし箱・スプーンセット」支給対象変更については 

      施設として、保護者への説明を特に混乱なく終えていることを報告する。 
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      また、意見として、「鶴岡市産はえぬき」だけでなく、雪若丸、つや姫も給食で食べ

させたいが、状況はどうか。 

   事務局：雪若丸・つや姫は、それぞれ年２回程度提供している。 

    委員：了解した。 

    議長：他にご質問、ご意見がなければ、令和６年度運営方針（案）の質疑を終了してよ

いか。 

    議長：令和６年度運営方針（案）について承認される方の挙手を求める。 

      ＜一同承認＞ 

 

６ その他 

   議長：その他、委員からご質問、ご意見はあるか。 

   委員：令和６年８月 排水設備工事で給食提供停止の連絡受けているが 

      現時点での停止予定期間を再度確認してほしい。 

   事務局：現時点の予定では、８/５（月）から８/１６（金）まで休止。 

但し、現在、施工業者も決まっていない状況であり、変更点などについて、詳し

い状況が判明次第、速やかに連絡する。 

   委員：了解した。 

   議長：他にあるか。 

   委員：１年に１度の希望献立で、希望が叶わないのは、何故か。 

   事務局：予算や調理作業上の都合で、希望とおりにならない場合があり、その場合は給食 

       主任に連絡・説明している。 

当該の希望献立も調理作業が重複する献立だったことと、栄養面を考慮した結果

希望とおりにはできなかった。 

       調理作業上、希望献立は叶わない場合もあり、今後もその方針は、変わらないの

でご理解いただきたい。 

   委員：施設として、職員の希望でなく、こども達の希望であることは伝えておく。 

   委員：参考事例として、現在、６年生から希望献立を募り、教職員の意見も反映させ、調

理作業も考慮のうえ、学校の希望献立として提出しているが、希望が叶わなかった

ケースは、なかったと記憶している。 

      もし、希望が叶わない場合の対応案として、別日の近い日程で、希望があったメニ

ューを組込むなど、代替的処置はできないか。 

   事務局：今後検討する。 

   議長：次年度の給食主任会で、もう一度「希望献立」についての詳細を確認すること 

でどうか。 

   委員：異議なし 

   議長：他に事務局からあるか。 

   事務局：地場産農産物使用状況 資料（Ｐ２３～２４）説明 

   議長：他に無いので、以上で議事を終了する。 
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  議長降壇 

 

７ 閉会（事務局） 


